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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月7日(2017.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチメディアコンテンツのコンテンツ部分をクライアント端末によって取り出す方法
であって、キャッシュが前記クライアント端末とサーバーの間の送信経路に沿って配置さ
れるよう構成され、前記コンテンツ部分のいくつかのリプレゼンテーションが利用可能で
あり、該方法は、
　前記コンテンツ部分の前記利用可能なリプレゼンテーションの中から選択された、許容
できるリプレゼンテーションの組に属する、前記コンテンツ部分の第１のリプレゼンテー
ションに対する要求を送ることと、
　前記第１のリプレゼンテーションがキャッシュされていない場合は、前記第１のリプレ
ゼンテーションがキャッシュされていないことを示す、前記キャッシュからの応答メッセ
ージを受信することと、
　を含み、応答メッセージを受信すると、１つの要求された代替リプレゼンテーションが
前記キャッシュから前記クライアント端末によって受信されるまで、または前記組のすべ
ての許容できるリプレゼンテーションが要求されるまで、前記送ることおよび前記受信す
ることは、前記第１のリプレゼンテーションとは異なる、前記コンテンツ部分の代替リプ
レゼンテーションを用いて連続して繰り返される、前記方法。
【請求項２】
　前記代替リプレゼンテーションは、前記第１のリプレゼンテーションのものより低い対
応するビットレートを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記クライアント端末と前記サーバーの間の前記送信経路に沿った帯域幅を推定するこ
とをさらに含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記組の各許容できるリプレゼンテーションは、最大で前記推定された帯域幅に等しい
、対応するビットレートを有する、請求項３に記載の方法。
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【請求項５】
　前記要求は、少なくとも１つの指令を備え、それにより前記キャッシュは、キャッシュ
されている場合は前記要求されたリプレゼンテーションを返し、または前記第１のリプレ
ゼンテーションがキャッシュされていない場合は前記応答メッセージを返す、請求項１か
ら４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記キャッシュが、応答メッセージを送る前に、前記コンテンツ部分の代替リプレゼン
テーションがキャッシュされているかどうかをチェックできるように、前記要求は、前記
第１のリプレゼンテーションがキャッシュされていない場合に前記クライアント端末によ
って要求され得る、前記選択された組に属する代替リプレゼンテーションを、プリファレ
ンスの順序で与えるように構成された１つの追加の指令を、さらに備える、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　用いられる送信プロトコルがＨＴＴＰである場合は、前記要求はＨＴＴＰ要求であり、
前記ＨＴＴＰ要求のキャッシュ制御ヘッダは、指令「ｏｎｌｙ＿ｉｆ＿ｃａｃｈｅｄ」を
備える、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記追加の指令は、前記ＨＴＴＰ要求の前記キャッシュ制御ヘッダ内に含まれる、請求
項６または７に記載の方法。
【請求項９】
　マルチメディアコンテンツのコンテンツ部分を取り出すように構成された端末であって
、キャッシュは前記端末とサーバーの間の送信経路に沿って配置されるよう構成され、前
記コンテンツ部分のいくつかのリプレゼンテーションが利用可能であり、該端末は、
　　決定された許容できるリプレゼンテーションの組に属する、前記コンテンツ部分の第
１のリプレゼンテーションに対する要求を送り、
　　前記第１のリプレゼンテーションがキャッシュされていない場合は、前記第１のリプ
レゼンテーションがキャッシュされていないことを示す、前記キャッシュからの応答メッ
セージを受信する
　ように構成されたモジュールを備え、それによって、前記キャッシュから応答メッセー
ジを受信すると、前記モジュールは、１つの要求された代替リプレゼンテーションが前記
キャッシュから前記端末によって受信されるまで、または前記組のすべての許容できるリ
プレゼンテーションが要求されるまで、前記第１のリプレゼンテーションとは異なる、前
記コンテンツ部分の代替リプレゼンテーションに対する少なくとも１つの新しい要求を送
る、前記端末。
【請求項１０】
　前記コンテンツ部分の前記利用可能なリプレゼンテーションの中で、前記端末が要求し
得る許容できるリプレゼンテーションの前記組を決定するように構成された選択モジュー
ルをさらに備えた、請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記要求は、少なくとも１つの指令を備え、それにより前記キャッシュは、キャッシュ
されている場合は前記要求されたリプレゼンテーションを返し、または前記第１のリプレ
ゼンテーションがキャッシュされていない場合は前記応答メッセージを返す、請求項９ま
たは１０に記載の端末。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　本明細書の請求項において、指定された機能を行うための手段として表されるいずれの
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要素（例えば適応ストリーミングモジュール３、帯域幅推定器７、選択モジュール８など
）も、その機能を行う任意の方法を包含することが意図され、これは例えば、ａ）その機
能を行う回路要素（例えば１もしくは複数のプロセッサー）の組み合わせ、またはｂ）任
意の形の、従って機能を行うようにそのソフトウェアを実行するための適切な回路と組み
合わされたファームウェア、マイクロコードなどを含む、ソフトウェアを含む。このよう
な請求項によって定義される本原理は、様々な列挙された手段によってもたらされる機能
が、請求項が要求するやり方で組み合わされ一緒にもたらされるという事実にある。従っ
てそれらの機能をもたらすことができる任意の手段は、本明細書において示されるものと
等価であると見なされる。
［付記１］
　マルチメディアコンテンツのコンテンツ部分をクライアント端末（Ｃ）によって取り出
す方法であって、キャッシュ（Ｒ）が前記クライアント端末（Ｃ）とサーバー（Ｓ）の間
の送信経路に沿って配置され、前記コンテンツ部分のいくつかの表示が利用可能であり、
該方法は、
　前記コンテンツ部分（ｌｎ）の前記利用可能な表示の中から選択された、許容できる表
示の組に属する、前記コンテンツ部分（ｌｎ）の第１の表示に対する要求を送る（Ｓ２）
、ステップＡ／と、
　前記第１の表示がキャッシュされていない場合は、前記第１の表示がキャッシュされて
いないことを示す、前記キャッシュ（Ｒ）からの応答メッセージ（Ｍｅｒｒ）を受信する
（Ｓ３）、ステップＢ／と、
　を含み、応答メッセージ（Ｍｅｒｒ）を受信すると、１つの要求された代替表示が前記
キャッシュ（Ｒ）から前記クライアント端末（Ｃ）によって受信されるまで、または前記
組のすべての許容できる表示が要求されるまで、ステップＡ／およびステップＢ／は、前
記第１の表示とは異なる、前記コンテンツ部分（ｌｎ）の代替表示を用いて連続して繰り
返される（Ｓ４）、前記方法。
［付記２］
　前記代替表示は、前記第１の表示のものより低い対応するビットレートを有する、付記
１に記載の方法。
［付記３］
　前記クライアント端末（Ｃ）と前記リモートサーバー（Ｓ）の間の前記送信経路に沿っ
た帯域幅を推定する（Ｓ０）、付記１または２に記載の方法。
［付記４］
　前記組の各許容できる表示は、最大限でも前記推定された帯域幅に等しい対応するビッ
トレートを有する、付記３に記載の方法。
［付記５］
　前記要求は、少なくとも１つの指令を備え、それにより前記キャッシュ（Ｒ）は、キャ
ッシュされている場合は前記要求された表示を返し、または前記第１の表示がキャッシュ
されていない場合は前記応答メッセージ（Ｍｅｒｒ）を返す、付記１から４のいずれかに
記載の方法。
［付記６］
　前記キャッシュ（Ｒ）が、応答メッセージ（Ｍｅｒｒ）を送る前に、前記リストの代替
表示がキャッシュされているかどうかをチェックできるように、前記要求は、前記第１の
表示がキャッシュされていない場合に前記クライアント端末（Ｃ）によって要求され得る
、前記決定された組の代替表示を、選好の順序でもたらすように構成された１つの追加の
指令を、さらに備える、付記５に記載の方法。
［付記７］
　用いられる送信プロトコルがＨＴＴＰである場合は、前記要求はＨＴＴＰ要求であり、
前記ＨＴＴＰ要求のキャッシュ制御ヘッダは、指令「ｏｎｌｙ＿ｉｆ＿ｃａｃｈｅｄ」を
備える、付記５または６に記載の方法。
［付記８］



(4) JP 2016-533060 A5 2017.7.20

　前記追加の指令は、前記ＨＴＴＰ要求の前記キャッシュ制御ヘッダ内に含まれる、付記
６または７に記載の方法。
［付記９］
　マルチメディアコンテンツのコンテンツ部分（ｌｎ）を取り出すように構成された端末
であって、キャッシュ（Ｒ）は前記端末とサーバー（Ｓ）の間の送信経路に沿って配置さ
れ、前記コンテンツ部分（ｌｎ）のいくつかの表示が利用可能であり、該端末は、
　－　決定された許容できる表示の組に属する、前記コンテンツ部分（ｌｎ）の第１の表
示に対する要求を送り、
　－　前記第１の表示がキャッシュされていない場合は、前記第１の表示がキャッシュさ
れていないことを示す、前記キャッシュ（Ｒ）からの応答メッセージ（Ｍｅｒｒ）を受信
する
　ように構成されたモジュール（３）を備え、それによって、前記キャッシュ（Ｒ）から
応答メッセージ（Ｍｅｒｒ）を受信すると、前記モジュール（３）は、１つの要求された
代替表示が前記キャッシュ（Ｒ）から前記クライアント端末（Ｃ）によって受信されるま
で、または前記組のすべての許容できる表示が要求されるまで、前記第１の表示とは異な
る、前記コンテンツ部分（ｌｎ）の代替表示に対する少なくとも１つの新しい要求を送る
、前記端末。
［付記１０］
　前記コンテンツ部分（ｌｎ）の前記利用可能な表示の中で、前記端末（Ｃ）が要求し得
る許容できる表示の前記組を決定するように構成された選択モジュール（Ｃ８）をさらに
備えた、付記９に記載の端末。
［付記１１］
　前記要求は、少なくとも１つの指令を備え、それにより前記キャッシュ（Ｒ）は、キャ
ッシュされている場合は前記要求された表示を返し、または前記第１の表示がキャッシュ
されていない場合は前記応答メッセージ（Ｍｅｒｒ）を返す、付記９または１０に記載の
端末。
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